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◆ 昨年公表の有収率改ざん問題は、本市行政の信頼を著しく失墜させた不祥事であり、長期にわたり是正できなかった組織風土や職員の経営感覚、仕事の進め方を猛省し、その上に立った経営改革を
強力に推し進めていく必要がある。

◆ 時を同じくして、国では、水道法の改正を予定しており、法の目的を｢計画的な整備｣から｢基盤の強化｣に変更し、国･県･市町村及び水道事業者に対し、基盤強化に関する施策の策定･推進を促すと
ともに、県には、水道事業者間の広域連携の推進役としての責務を設けるなどの所要の措置を講じようとしている。

◆ 加えて、県では、県内水道の統合･広域化の当面の考え方として、県が水源確保及び水道用水供給を担い、市町村は末端給水を担うことを基本に、市町村と十分な対話を行いながら合意形成を図る
方針を示している。

◆ 現計画の位置づけは次のとおり
・ ｢市原市総合計画基本計画｣を構成する個別計画のひとつ
・ 厚生労働省が｢新水道ビジョン｣に基づき水道事業者に策定を求めている｢水道事業ビジョン｣
・ 総務省が公営企業に策定を求めている｢経営戦略｣

◆ アセットマネジメント関連計画(以下の計画)を新たに策定し、現計画と一体化させる。
・ ｢耐震化計画｣｢長寿命化計画｣｢再構築計画(統廃合・広域化等)｣
・ これにより、新計画は、｢市原市公共資産マネジメント推進計画｣の個別計画としての位置づ
けも持つこととなる。

◆ 一体化して計画の枠組みを広げることで、更新需要に応じた投資必要額を技術的根拠のもと
中長期の経営シミュレーションをすることが可能となる。
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(H25公表)

公営企業の経営に当たっての
留意事項について(H26通知)

公共施設等の総合的かつ計画的な
管理の推進について(H26通知)
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水道事業ビジョン 経 営 戦 略

ῡ

ᾉ 水道事業高料金対策に
おける経営戦略策定の
要件化(H29年度～)
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(2017～2026年度)

◕ᾖ◕

経営計画の
３つの柱 【安全】 【強靭】 【持続】

下位事業計画
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(2016～2026年度)

公共施設等総合管理計画

◕ᾖ◕

個別計画
即す

個別計画
即す

連

携

策定推進
(H20通知)

策定推進
(H20通知)

策定推進 (2020年度迄に)
(H27・H28通知)
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◆ 以下の点を踏まえ、2021˙2030 χ10 ḧとする。

・ アセットマネジメントの実践で得られた中長期(30年程度)の更新需要及び財政収支見通し
の検討成果をもとに、自らの水道事業のあるべき｢将来像｣を可視化させ、その将来像を現実
のものとするため、10年先までの目標とその実現化方策を新計画に反映させることで、両者
を有機的に結びつける。

・ 総務省公表の｢経営戦略策定ガイドライン｣では、10年以上の期間を基本としている。

・ 現計画は、改ざん値を諸元に策定しているため、直ちに正す必要があるが、広域連携や民
間活用といった新たな分野の具体を検討し、抜本的に計画を見直すには、アセットマネジメ
ントの観点が欠かせず、これには相応の期間を要する。
このため、新計画策定までの間(～2019年度まで)は、現計画の延長線上の暫定対応として
管路布設替等漏水解消方策に重点を置き取り組み、取水･浄水･配水施設等の設備更新は極力
抑制する(現状で最低限維持すべき機能で、緊急性の高い老朽化更新に留める)こととする。

◆ 総合計画や実行計画、公共資産マネジメント推進計画の見直しのタイミングを捉え、人口フ
レームや財政フレームの整合を図るなど、概ね３～５年を目安に適宜計画の見直しを行う。

◆ 市営水道は｢県営水道併存自治体としての特殊事情｣｢給水人口(給水収益)の減少｣｢施設の老朽化｣などの構造的な課題を有しており、これらの解決なくしては真の改革は成し得ず、広域化や民間活用
といった抜本的な改革にスピード感をもって当たらなければ、｢安全｣｢強靭｣｢持続｣といった水道事業者の使命を適切に果たすことはいずれ不可能となる。
このような危機感のもと、将来像をしっかり見定め、｢市原市水道事業調査委員会調査報告書(平成30年2月公表)｣で示された提言を踏まえつつ、着実に課題解決に向けた方向へと歩み出す決意を新
たにし、経営基盤を確固たるものとするため、｢市原市水道事業経営計画(平成29年3月公表。以下｢現計画｣という。)｣を見直し･発展させた、ƈ(ᴠ )◕ᾖ◕ ⱧỘὊְṁ ếᴟὓᵊ(以下｢新計画｣と
いう。)｣を策定する。
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2018年8月 上下水道部 水道総務課

(H26通知)
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総合計画(10年)

ᾝὓᵊ(10 )
｢市原市水道事業経営計画｣

ὓᵊ(10 )
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現計画見直し作業 アセットマネジメント 更新需要及び財政収支の見通し(30年)
将来像

バックキャスト

.アセットマネジメント 更新需要及び財政収支の見通し(30年)
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今後の安定的なサービス供給に
必要な将来の投資規模を設定

①耐震性能評価･震災時被害

想定･優先度･耐震化目標

【耐震化対策の検討】

②老朽化把握･

更新サイクルの検討

【施設更新の検討】

③水道事業の将来展望

（民間活用・広域連携）

【施設配置･能力検討】

ᴟὓᵊ
【施設の重要度に応じた耐震化】

【施設･管路の強靱化】

② ᴟὓᵊ
【適切な更新量の確保】

【施設･管路の健全度保持】

™  ὓᵊ
【統廃合･スペックダウン等】

【施設･管路の最適配置】

̎

中長期に収支均衡を
可能とする

企業債・繰出金等
の水準設定

ⱢỲᶎ ὓᵊ

・財源構成の検討
・事務の合理化による組織･人財･定
員等の取組の整理→人件費削減
・国庫補助金等財源の活用
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外部評価組織の体制検討･設立作業 ◕ᾖ◕ ⱧỘְ֫ ṳᵓの設立➡計画見直し作業過程における開催➡客観的な意見を計画に反映 外部評価組織としての活用

広域連携に向け 近隣水道事業者や県へ 協議・勉強会開催を積極的にアプローチ ➡ 広域連携の検討体制の構築へ

収支見通しに関連する各種数値や業務指標・計画見直しの過程等 市ウェブサイト等を通じた情報公開の推進 ➡ 経営状態の「見える化」

自己評価 外部評価

♪

♪

♪

♪♪

♪

♪

♪

♪

♪

外部識者｢Ὂְ ϯЖНϱЃ˔Ɖの招へい ➡ 民間の知見の活用♪

χ
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・ 直近の人口動向を踏まえ、給水人口･水需要･料金収入等を中長期的な視点から危機意識のもと
シビアに見据え、財政計画を練り直す。
・ 保有資産の耐用年数等技術的根拠のもと、施設・管路の更新時期及び費用を見定める。
・ 事務の合理化を推進し、職員数の見通しを明確にし、人件費等経常的経費の削減も計画性ある
ものを明示する。

♪ Ὂְᵠᶗχθϛχᾝ ρ

♪ ῲӽ ὀχᴦ ρ ὀτϢϥὊְ῟ ᴟχЄЬвй˔Єдр

・ 近隣水道事業体と将来的に広域連携(統合)が図れないか、あらゆる可能性を視野に、本市から積
極的にアプローチし、将来像を固める。
・ 大規模一元的なシステムとは別に、既存の地下水水源による集落単位の小規模なシステムとの
組み合わせも経済面や危機管理の視点(水源の複数化)から配慮する。
・ 運転管理業務の更なる効率性向上を目指し、委託範囲拡大や手法を検討する。(民間活用の検討)

♪ ϯЈАЕЫКЅЮрЕχᶎ ( Ɫὓᵊρ∞ ὓᵊχ )

・ 改正水道法案では、水道施設を適切に管理するための｢水道施設台帳｣整備が水道事業者に義務
付けられる予定であり、これと連動した作業とし、各種データの一元管理を進める。
・ 投資関連諸計画と一体とすることで、計画の合理性・計画性が担保されたものにする。
・ 広域連携等困難な諸課題を踏まえ、今後の方向性を適切に見定めるため、民間の優れた識見を
有する専門家(Ὂְ ϯЖНϱЃ˔)を招へいし、経営指導・助言を受けつつ取組を進める。
・ これら抜本的な見直しには相応の期間･経費が必要となるため、改めて2019̇ 2020 χὋ
で新計画の策定委託を行う。

♪ ᾋΠϥᴟχ

・ 施策を着実に実行していくためには、経営について、市民の理解を得ることが必要である。
そのため、客観的経営指標による分析、経営目標の設定や経営状況、施設･設備の状態の的確
な説明等の「経営の見える化」に取り組む。
・ ｢◕ᾖ◕ ⱧỘְ֫ ṳᵓ｣を立ち上げ、外部意見を反映しつつ作業を進める。
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(事業量･実施方法･実施時期･財源)

ὓᵊṍḧ˹10

技術的根拠を有し財源の裏付けのある
更新計画の策定(合理性･計画性の担保)

アセットマネジメント、投資
の合理化による投資額の軽減

適切な更新を行うため
に必要な額の確保

｢投資計画｣と｢財政計画｣は相互に関連
最終的に均衡した形で策定
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ὕǲ ǜǢȒ

ᾜ更新による耐震化

ᾜ耐震補強による耐震化

ᾜバックアップ機能等の強化

☼ם├☼ᾝχθϛχם

ᾜ経年劣化管路・施設の計画的更新

ᾜ適切な維持管理(定期的補修)

ᾜ漏水解消方策の強化

ᾜ近隣水道事業者との広域化

ᾜ統廃合(ダウンサイジング)の実施

ᾜスペックダウンの実施

ὓᵊρם χᾁ ˤЯИЌзрϽ˥
ᾜ投資計画の実績検証

ᾜ財政計画の実績検証

ᾜ業務指標(ＰＩ)の実績検証

毎年度実施

ὓᵊχᾋ ΰˤк˔зрϽ˥

ᾜ３～５年毎に見直し
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◆ 本策定方針は、｢経営健全化｣｢適正な資産管理｣両方を堅持するため、計画を見直そうとするも
のであるが、抜本的な経営改善へと舵を切るには、困難な諸課題(荒波)に挑もうとする職員意識
(覚悟)が非常に重要となってくる。
有収率改ざん問題を教訓にしつつ、組織内職員の意識改革を図るにはどう行動すべきか、以下

の３点について、｢市原市水道事業経営改革プロジェクトチーム｣内で議論･検討する。

・ コンプライアンスの徹底、市民目線に立った経営感覚を醸成するための行動提案
・ 合理的かつ円滑な事務処理体制であるかの点検、組織機構の在り方や各所属の事務分掌の見
直しの提案

・ 経営情報の見える化に寄与する提案

◆ 上記提案を踏まえ、水道部門職員の日常業務遂行の行動指針となる｢ϯϼЄдрФжр｣を作り
改善運動を実践･継続していく。

＊１ 平成30年6月12日設置。 ＊２ ９月議会に議案(平成30年12月1日施行)として提出。

͕ ІϾЅв˔и

2018年度～

・厚生労働省の簡易支援ツールを活用した現状分析と将来
予測（中長期財政収支見通しシミュレーション）
・資産情報・修繕情報の整理

(散逸・不明情報の補完・委託仕様書の作成)
・近隣水道事業者や県に対し広域連携の積極的アプローチ

2018年 8月 経営戦略アドバイザー契約締結(年度毎契約)

9月 議会にて市原市水道事業運営審議会条例案の議案審議

10～11月 審議会委員委嘱手続(公募委員募集など)

12月 第１回 市原市水道事業運営審議会 開催

2019年 2月 水道部門職員の行動指針｢アクションプラン｣公表

5月 公募プロポーザル提案審査会

6月 策定委託契約【2019～2020年度継続事業】

10～11月 骨子案の｢協議・検討体制｣への付議→ 決定

2020年 10～11月 素案の｢協議・検討体制｣への付議→決定

12月 パブリックコメント手続き

1月 最終案の｢協議・検討体制｣への付議

3月 計画決定

庁内

水道部門
＋
企画部
水政担当

＊１

市原市水道事業経営改革
プロジェクトチーム

座長：上下水道部次長
委員：関係所属から数名ずつ＋
総合計画推進課水政担当

経
営
戦
略
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

部外

＊１市原市水道事業経営
改革推進会議【検討部会】

議長：水道総務課長
委員：関係部係長

＊１市原市水道事業経営
改革推進会議

議長：上下水道部長
委員：関係部次長

市原市変革創造本部会議
議長：市長
委員：政策会議の構成員

庁外
＊２

市原市水道事業運営審議会

構成：10人
委員：学識経験者･

関係団体代表･公募委員

【役割】
ᾜ近隣水道事業者等との調整結果を踏まえた段階的な広域連携の進め方の相談
ᾜ事業の経営全般（施設規模、民間活用等運営手法、人員体制、経費、料金、事業効率等）に
係る助言及び指導
ᾜ目標・指標の運用に関すること

【所掌事務】水道事業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議
ᾜ水道事業の計画に関する事項(策定経過の審議・策定後の事業評価)
ᾜ水道料金に関する事項
ᾜその他水道事業の経営に関する重要な事項
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・管路の老朽化が著しく、漏水が原因と見られる有収率（実数値）の低さは、県下ワースト３位。

・老朽化スピードに更新が追いつかない。 ᾜH23～28年度平均：経年管発生 12.4km／年 更新 6.0km／年
・新井浄水場も完成後24年を経過するなど、取水・浄水・配水設備の老朽化も著しい。

・国は、個別施設毎の ᴟὓᵊ策定を2020年度末までに求めている。
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2006年度
(H18)

〔実績〕①

2015年度
(H27)

〔実績〕②

2016年度
(H28)

〔実績〕③

直近1年
実績対比
③－②

過去10年
実績対比
③－①

2016年度
現計画値
④ 〔乖離〕③－④

給 水 人 口
有 収 水 量
給水収益(税抜)

50,002人
5,009千㎥

1,049百万円

46,902人
4,784千㎥
944百万円

46,223人
4,730千㎥
928百万円

△679人
△54千㎥
△16百万円

△3,779人
△279千㎥
△121百万円

46,972人
4,794千㎥
923百万円

△749人
△64千㎥
＋5百万円

・多目的ダム｢高滝ダム｣建設で得た水利権は、43,200㎥／日。
・この水利権の水量に応じ、ダム維持管理負担金（15.7％）を毎年拠出。

・一方、新井浄水場の配水能力は、16,800㎥／日。
・これに対する直近の実績は、平均＊10,280㎥／日。最大＊11,970㎥／日。

＊(2016(H28)年度の｢新井浄水場 配水量日報｣より)

・新井浄水場整備に伴う減価償却、企業債償還金が経営を圧迫。

・市内全19浄水場の現有配水能力の合計値は、34,146㎥／日。

・これに対する直近の実績は、平均＊17,409㎥／日。最大＊19,761㎥／日。
＊(平均は実数値配水量から算出。最大は｢平成28年度水道事業年報｣より)

͎ ᾉְ ꜛⱵ ρΰοχ Ⱨ τνΜο

(千㎥／ha)
年間有収水量

給水区域面積

ằẚ ᴣʾẚ ᾖᴣ(円／㎥)
供給単価＝給水収益÷有収水量

給水原価≒経常費用÷有収水量

Ỳᵕ (％)
供給単価

給水原価
× 100

■｢0.17｣＝県下で2番目に低い
→地理的条件面の不利

■｢531.92｣＝県下で最も高い
■｢196.14｣＝県下6番目に安い

■｢36.87｣＝県下で最も低い

・沿岸部等の人口密度の高い地域を県営水道が、内陸部・中山間等の人口密度の低い地域を市営水道が担っている。
・収支ギャップ解消には、給水収益引上げで対応すべきだが、市民の大半は県水を利用していることから、負担の公平性の観点
から、この料金体系と同一としている。
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☼ (％) ※市原市は実数値

１日平均配水量

１日配水能力
× 100

・2018(H30)年3月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の｢日本の地域別将来推計人口(H30(2018)年推計)｣では、本市人
口は、前回(H25(2013)年)推計を上回る減少が予測されている。
・市内では、既に、市津・南総・加茂地区において、人口減少・少子高齢化が顕著であるが、これら収益性の乏しい地域の給水
を受け持つ市営水道にとっては、人口減少スピードの加速は、収益面でより一層深刻な影響を及ぼすものである。
・事実として、直近1年間でも、給水人口679人減、給水収益約1,600万円減と、過去最大の減少傾向を示している。

＊グラフ①②③は、2016(H28)年度実績。

＊グラフ⑦は、2016(H28)年度実績。

͏ ☼ χ ẏᴟτνΜο

(％) ※市原市は実数値

年間総有収水量

年間総配水量
× 100

Ḛ Ὂ ᴟ (％)
法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長
× 100

Ḛ   (％)
更新された管路延長

管路総延長
× 100

■漏水等による浄水量損失
→ 配水効率性の低下

■年々、経年化率が上昇
→ 老朽化が進行

耐用年数(40年)では2.5％が理想
→ 管路更新が進んでいない

͑ ḾṐḚ τνΜο

・表流水源は高滝ダムのみであり、水質事故等を想定すると、基盤が脆弱と言わざるを得ない。
現在、危機管理体制として、連絡管による緊急時応援給水協定を県水道局・千葉市と締結。
・地下水は26箇所の井戸水源があるが、地下水保全や地盤沈下抑制を目的とした｢千葉県環境保全条例｣下で例外的に許可された｢暫定
的な井戸(水道事業者が水源として使用する例外井戸)｣とされ、代替水源が確保された場合、原則、表流水への転換を求められてい
る。
・｢千葉県北西部直下地震(M7.3･本市の最大震度6強)｣が、今後30年以内に70％以上の確率で発生することが想定されており、これに
備え、施設・管路の強靭化(耐震化)を図る必要がある。
・国が各水道事業者に｢耐震化計画｣の早期策定を促進していることを受け、県では、H29年7月改訂の｢千葉県地震防災戦略｣にて、

2026年度迄に県内全事業者が ᴟὓᵊを策定する目標を掲げている。 ◕ ├

͒ ᾝὓᵊƈ◕ᾖ◕ ⱧỘὊְὓᵊƉτνΜο

・市原市総合計画の基本計画を構成する個別計画のひとつとして、2017(H29)年3月策定。
しかしながら、計画諸元に改ざん値の有収率や配水量等を使っており、直ちに見直す必要がある。
・現計画では、下位計画(事業計画)である｢耐震化計画｣｢長寿命化計画｣｢水安全計画(地下水系)｣が未策定であるため、今後これらを策
定すること明示している。
ᾜ水安全計画の策定･････2021年度まで ᾜ耐震化計画の策定･････2021年度まで ᾜ長寿命化計画の策定･････2020年度まで

・施設の統廃合、広域化については、具体を示さず、検討に当たっての基本的な考え方の明示に留めている。
・以上のことから、将来の更新費用見通しは、シミュレーションに基づいた(技術的根拠を有した)必要額を根拠としておらず、昨今

の投資総額や内部留保資金残高を踏まえた結論として、 ỡ 8.8 ᴑדχ Ɫ ᾢᶛϬ 。

ὓᵊ ᾕχᵠίϭ Ϭם τᵠϛϥ ΥΚϥʻ

＊【グラフの出典】 ①＝全国｢水道事業経営指標(総務省)｣、県水道･市原市｢地方公営企業決算状況調査(総務省)｣から算出
②＝全国｢水道事業経営指標(総務省)｣、県水道･市原市｢千葉県の水道(県水政課)｣
③④⑤⑥⑦＝｢経営比較分析表(総務省)｣
ただし、④と⑦の市原市データは改ざん値が公表されているので、それを正した実数値による比較としている。


